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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月11日(2016.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの癌の化学療法剤の癌患者への投与によってもたらされた胃腸毒性の予
防に使用するための組成物であって、該組成物は：
　癌の化学療法剤を活性型へと代謝する、少なくとも１つの酵素の少なくとも１つの標準
の基質を含む保護製剤であって、少なくとも１つの標準の基質は、癌の化学療法剤の有毒
種への代謝を阻害するように競合し、且つ、標準のホメオスタシスがＧＩ管にて維持され
るように無毒である、保護製剤
を含み；
　ここで、保護製剤の投与は、癌の化学療法剤の全身作用に干渉するのに十分な全身性の
レベルの標準の基質を、結果としてもたらさない、
組成物。
【請求項２】
　癌の化学療法剤は５－フルオロウラシルである、ことを特徴とする請求項１に記載の組
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成物。
【請求項３】
　少なくとも１つの癌の化学療法剤は５－フルオロウラシルであり、前記組成物は：
　アデニン；
　オロチン酸；及び
　随意にプロトンポンプ阻害剤
を含む、ことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　保護製剤は、浸透圧により制御された経口薬物送達デバイスにある標準の基質を含む水
溶液を含む、ことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　保護製剤の少なくとも一部は、浸透圧により制御された経口薬物送達デバイスにおいて
投与される、ことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　保護製剤は、少なくとも１つの標準の基質の水溶液を含有するカチオン性リポソームを
含む、ことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　少なくとも１つの標準の基質はアデニンを含む、ことを特徴とする請求項１に記載の組
成物。
【請求項８】
　少なくとも１つの標準の基質はオロチン酸を更に含む、ことを特徴とする請求項７に記
載の組成物。
【請求項９】
　組成物はプロトンポンプ阻害剤を更に含む、ことを特徴とする請求項１に記載の組成物
。
【請求項１０】
　プロトンポンプ阻害剤はオメプラゾールである、ことを特徴とする請求項９に記載の組
成物。
【請求項１１】
　５－フルオロウラシルの癌患者への投与によってもたらされた胃腸毒性の予防のための
方法に使用するための、アデニン及びオロチン酸の少なくとも１つを含む組成物であって
、前記方法は、５－フルオロウラシルの投与によってもたらされた胃腸毒性を予防するに
は十分であるが、５－フルオロウラシルの毒性から癌細胞を回収するためのアデニン及び
オロチン酸の全身性レベルを与えるには不十分である投与量で、アデニン及びオロチン酸
を癌患者に投与する工程を含む、ことを特徴とする組成物。
【請求項１２】
　アロプリノールを更に含む、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記方法は、癌患者に５－フルオロウラシルを投与する工程を更に含む、ことを特徴と
する請求項１１に記載の組成物。
【請求項１４】
　アデニン又はオロチン酸の少なくとも１つは、癌患者に経口投与される、ことを特徴と
する請求項１１に記載の組成物。
【請求項１５】
　アデニン又はオロチン酸の少なくとも１つは、浸透圧により制御された経口薬物送達デ
バイスにおいて癌患者に投与される、ことを特徴とする請求項１１に記載の組成物。
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